
 

船舶事故調査報告書 

令和５年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（桟橋） 

発生日時 令和４年１２月２６日 ０８時０６分ごろ 

発生場所 京浜港川崎第１区浮島第７桟橋 

川崎東扇島防波堤東灯台から真方位３３０°１.４海里付近 

 （概位 北緯３５°３０.９′ 東経１３９°４６.１′） 

事故の概要  油タンカー大盛
たいせい

丸は、着桟作業中、桟橋に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年３月７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 大盛丸、４９９トン 

１４０２３８、松江海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、二級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷外板に擦過傷 

桟橋 コンクリートに欠損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

事故の経過 

 

 本船は、船長ほか５人が乗り組み、重油約６００kℓ を積載し、浮島

第７桟橋（以下「本件桟橋」という。）での揚げ荷の目的で、京浜港

川崎第２区の錨地を出発した。 

 本船は、南南西に面した本件桟橋に南東方から接近し、右舷着けし

ようと船首を北西方に向けて約１００ｍ手前で約１ノット（対地速

力）まで減速し、本件桟橋の約８０ｍ手前で左舷錨を投下し、錨鎖を

伸出した。 

 本船は、本件桟橋の約３５ｍ手前で主機を停止し、右舷側から陸上

のビットにヘッドラインを、本件桟橋のビットに船首スプリングライ

ンを取った。 

 船長は、本件桟橋の約１５ｍ手前で、船首部配置の乗組員が左舷船

首の錨鎖の伸出を止めたことを視認したので、同錨鎖を伸出するよう

同乗組員に指示したのち、本船は、右舷側から陸上のビットにスター

ンラインを、本件桟橋のビットに船尾スプリングラインを取った。 

 本船は、本件桟橋の約５ｍ手前で、船長が、前進行きあしが停止し

たと思い込み、左舷錨鎖の伸出を続け、前進行きあしが残ったまま本

件桟橋への接近を続けて船首スプリングラインが緊張した。 

 本船は、船長が船首スプリングラインの緊張に気付き、船首部配置

の乗組員に同ラインを緩めるよう指示するとともにバウスラスタを使

用して態勢を立て直そうとしたが、間に合わず、船首が右方に移動し



 

て右舷中央部が本件桟橋に衝突した。 

分析  本船は、着桟作業中、船長が、前進行きあしが停止したと思い込

み、左舷船首の錨鎖の伸出を続け、前進行きあしが残ったまま本件桟

橋への接近を続けたことから、船首スプリングラインが緊張し、船首

が右方に移動して右舷中央部が本件桟橋に衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、着桟作業中、船長が、前進行きあしが停止した

と思い込み、左舷船首の錨鎖の伸出を続け、前進行きあしが残ったま

ま本件桟橋への接近を続けたため、船首スプリングラインが緊張し、

船首が右方に移動して右舷中央部が本件桟橋に衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、着桟作業中、前進行きあしが停止したことを確認してか

ら、錨鎖の伸出を行い、スプリングライン等を緊張させないこ

と。 

 

 


